
刊行にあたって

本書は、銀行業務検定試験「法務２級」に合格することを目的として編

集された公式テキストです。

銀行業務検定試験「法務２級」は論述式の試験ですので、解答にあたっ

ては、いかにわかりやすく的確に文章をまとめるかが問われます。そのた

めには、十分な法務知識を必要とすることはもちろんですが、過去の出題

傾向に即した練習問題を何度も解き、実際に解答を書いてみることが大切

です。その際、出題の意図・ポイントを的確に把握したうえで文章をまと

める、そうした点に配慮して本書は構成されています。

金融機関の行職員にとって法務知識は日々の業務を遂行するうえで必要

不可欠なものです。とくに顧客とのトラブルが生じた場合には、迅速・的

確な対応が求められます。その裏付けとして、十分な法務知識を日頃より

身に付け研鑚することが肝要です。そして、その習得度合いをはかるため

にも銀行業務検定試験にチャレンジしてください。

実際の過去の問題と解答例・解説についても、『法務２級問題解説集』

（銀行業務検定協会編）に最近１０回分が収録されていますので、本書とあ

わせて有効に活用し、銀行業務検定試験・法務２級に合格され、よりいっ

そう日常業務に邁進されることを祈念して止みません。

２０２０年２月

経済法令研究会



１ 本書の利用方法

２ 記述式答案の書き方

３ 答案の具体例（悪い例、良い例）

◆銀行業務検定試験「法務２級」出題項目

◆銀行業務検定試験「法務２級」出題範囲
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基本問題

甲銀行Ｘ支店は、取引先Ａから乙銀行Ｙ支店の取引先Ｂの普通預金

口座に振込を依頼されたところ、乙銀行Ｙ支店は同姓同名の取引先Ｃ

の普通預金口座に振込金を入金記帳し、その旨をＣに通知した。

この場合の法律関係について、次のうち正しいものを指摘し、それ

ぞれの正否の理由を述べてください。

� Ｙ支店がＣの預金口座に振込金を入金記帳し、その旨をＣに通

知した以上Ｃの預金となる。

� 入金の前提となるＣを受取人とする振込が法的に存在しなかっ

たのであるから、Ｃの口座に入金記帳されてもＣの預金とはな

らない。

� 普通預金規定によれば、為替による振込金も受け入れる旨の特

約がなされているので、誤入金であってもＣの預金となる。

問題理解と解答作成ポイント

１ 預金の成立
出題【１９年６月・問５／１８年６月・問１】

１ 振込金の誤入金と預金の成立

�本問のポイント

・被仕向銀行の誤入金と預金債権の成立

本問は、被仕向銀行が受取人の預金口座への振込金の入金処理に際して、

誤って別人の預金口座に入金してしまった場合の預金債権の成否について

理解を求めるのが出題のねらいである。

２ １ 預金の成立



本問のポイントの第１は、Ｃの預金口座に振込金を入金記帳し、その旨

をＣに通知したからといってＣの預金になるいわれはないという点である。

Ｃの預金とすべき法的原因・根拠が存在しないからである。

第２に、普通預金規定には為替による振込金も預金として受け入れる旨

を規定しているが、それはＣが正当な受取人である場合のことであって、

誤入金による振込金についてまで預金として受け入れる趣旨のものではな

い。事務的には、いったんＣの口座に入金記帳しＣに通知した以上、Ｃの

同意を得ないと取消しできないのではないかとの危惧があるかもしれない

が、そもそもＣに対する振込そのものが存在しないのであるから、法的に

Ｃの預金となるわけがない。振込はなされたが原因関係が存在しない場合

（平成８年の最高裁判例）と明確に区別する必要がある。

★関連事項

仕向銀行

送金においては資金を送付する側の銀行、代金取立においては取立手形

を依頼送付する銀行をいう。

被仕向銀行

送金においては仕向銀行から資金の送付を受ける側の銀行、代金取立に

おいては仕向銀行から取立の依頼を受けた側の銀行をいう。

《関連判例》

●振込依頼人と受取人との間に振込の原因となる法律関係が存在しない場

合における振込にかかる普通預金契約の成否（最判平成８・４・２６金融・

商事判例９９５号３頁）

「振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込みがあったときは、

両者の間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、

受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立する」

● 誤振込と知りながら預金の払戻しを受けた受取人の刑事責任（最判平

１ 振込金の誤入金と預金の成立 ３

預

金



成１５・３・１２金融法務事情１３３６号１２頁）

「誤振込があったことを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを

請求し、錯誤に陥った銀行窓口係員から払戻しを受けた場合には、詐欺罪

が成立する」

● 原因関係が存在しない振込みに係る預金の払戻請求と権利濫用（最判

平成２０・１０・１０金融・商事判例１３０８号６０頁）

「振込依頼人と受取人との間に振込の原因となる法律関係が存在しない場

合において、受取人が当該振込にかかる預金の払戻しを請求することは、

詐欺罪等の犯行の一部を成す場合など、著しく正義に反するような特段の

事情があるときは権利の濫用にあたる場合があるとしても、受取人が振込

依頼人に対して不当利得返還義務を負担しているというだけでは、権利の

濫用にあたるということはできない」

【基本問題解答例】

択一解答 �

振込金による預金債権は、仕向銀行からの振込通知に基づき被仕向銀行

が受取人の預金口座に入金することによって成立する。しかし、被仕向銀

行の過誤により正当な受取人以外の者の口座に入金記帳されたときは、被

仕向銀行が誤入金先に入金の旨を通知したとしても、その者に対する振込

関係が存在しないから預金債権を取得することにはならない。したがって、

�は誤りである。

次に、普通預金規定２条１項は、為替による振込金をその預金口座に受

け入れる旨を規定しているが、これは取引先への振込が真正であることが

前提とされ、誤入金についてまで預金債権の成立を認めるものではない。

つまり、Ｃの預金債権とすべき法的原因は存在しない。したがって、�も

誤りである。

前記のとおり、乙銀行Ｙ支店とＣとの間には振込自体が存在しなかった

４ １ 預金の成立



応用問題

甲銀行Ｘ支店の取引先Ａは、乙銀行Ｙ支店にある「Ｂ社」の普通預

金口座宛てに振込依頼をしようとして、誤って取引先名簿の隣の欄に

記載されていた乙銀行Ｙ支店にある「Ｃ社」の社名等と普通預金口座

を受取人欄に記載して振込手続を行い、振込金は「Ｃ社」の普通預金

口座に入金記帳された。

この場合の法律関係について、次のうち正しいものを指摘し、それ

ぞれの正否の理由を述べてください。

� 振込依頼人Ａの指示したとおりの口座に入金されている以上、

ＡとＣ社との間の振込の原因となる法律関係の存否にかかわら

ずＣ社の預金が成立する。

� Ａの内心の効果意思と表示された内容が一致しないから、この

振込みは錯誤により取り消され、Ｃ社の預金は成立しない。

� 甲銀行Ｘ支店とＣ社との間に、振込金をＣ社の預金とすべき預

金契約は存在しないから、Ｃ社について預金は成立しない。

のであるから、Ｃの預金債権となるいわれはない。したがって、�が正解

となる。

�基本問題との相違点

・振込における原因関係の存否と預金の成立

【応用問題解答例】

択一解答 �

振込依頼人ＡとＣ社との間に振込の原因となる法律関係が存在するか否

かにかかわらず、Ｃ社と乙銀行Ｙ支店との間に振込金相当額の普通預金契

１ 振込金の誤入金と預金の成立 ５
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